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お知らせ

詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
c土地・家屋所有の方についてはなんば市税事務所 固定資産税グループa０６-4397-2957（土地）、2958（家屋）
償却資産を所有の方については船場法人市税事務所 固定資産税（償却資産）グループa０６・4705・2941

大阪市　市税　納付 検索固定資産税・都市計画税
第４期分の納期限は3月１日（月）です

　

世
帯
内
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入
者
全
員
が
１
年

間（
令
和
元
年
８
月
１
日
か
ら
令
和
２
年
７
月
３１
日
ま
で
）に

支
払
っ
た
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額
の
合
計
が
、

自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
る
被
保
険
者
の
方
は
支
給
申
請
を

す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
超
え
た
金
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
よ
り
、３
月
上
旬
に

申
請
勧
奨
通
知
が
お
手
元
に
届
く
よ
う
発
送
し
ま
す
の
で
、

書
類
が
届
い
た
方
は
、必
要
事
項
を
ご
記
入
・
捺
印
の
う
え
、

同
封
の
封
筒
に
て
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

c
大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
給
付
課

a
0
6・4
7
9
0・2
0
3
1

後
期
高
齢
者
医
療
高
額
医
療・高
額
介
護

合
算
制
度
に
お
け
る
令
和
元
年
度
分
の

　
　
　
　

申
請
勧
奨
通
知
の
発
送
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
料
、後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、介
護
保

険
料
は
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

確
定
申
告
の
際
に
領
収
書
の
添
付
は
不
要
で
す
。納
付
額
に

つ
い
て
は
、以
下
の
方
法
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※

国
民
健
康
保
険
料・後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料・介
護
保
険

料
の「
納
付
額
の
お
知
ら
せ
」は
、窓
口
に
て
お
申
出
い
た
だ

け
れ
ば
毎
年
郵
送
で
お
送
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

c
国
民
健
康
保
険
料
に
つ
い
て　

窓
口
サ
ー
ビ
ス
課（
保
険
管
理
）

a
０
６・６
６
４
７・９
９
４
６
b
０
６・６
６
３
３・８
２
７
０

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に
つ
い
て

窓
口
サ
ー
ビ
ス
課（
保
険
年
金
）

a
０
６・６
６
４
７・９
９
５
６
b
０
６・６
６
３
３・８
２
７
０

介
護
保
険
料
に
つ
い
て

保
健
福
祉
課（
介
護
保
険
）

a
０
６・６
６
４
７・9
8
5
9
b
０
６・６
６
4
4・1
9
3
7

社
会
保
険
料
控
除
の
た
め
の

　
　
　
　

納
付
額
の
確
認
方
法
に
つ
い
て

　

１
次
調
整
の
結
果
、利
用
定
員
に
空
き
が
あ
る
保
育
施
設

等
に
つ
い
て
、２
次
調
整
の
受
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、１

次
調
整
に
申
し
込
ん
だ
結
果
、保
留
に
な
っ
た
方
で
、希
望
先

を
変
更
さ
れ
る
場
合
は
、変
更
等
の
届
出
が
必
要
で
す
。

　

新
規
申
込
み
、変
更
等
の
届
出
を
さ
れ
る
方
は
、２
月
12
日

（
金
）ま
で
に
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー（
区
役
所
３
階
32
番
窓

口
）に
て
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※

２
次
調
整
に
お
け
る
募
集
数（
空
き
状
況
）は
、

区
H
P
で
公
表
し
て
い
ま
す
。

c
保
健
福
祉
課（
子
育
て
支
援
）

a
０
６・６
６
４
７・９
８
９
５
b
０
６・６
６
4
4・１
９
３
７

令
和
３
年
４
月
保
育
施
設
等

入
所
申
込
み【
２
次
調
整
】の
締
切
り
は

　
　
　
　
　
　
　

  

２
月
12
日（
金
）で
す

　

浪
速
税
務
署
内
に
は
、申
告
書
作
成
会
場
は
開
設
し
て
お

り
ま
せ
ん
。用
紙
等
の
交
付
、作
成
済
み
の
申
告
書
等
の
受
付

は
税
務
署
窓
口
で
も
行
っ
て
い
ま
す
。

〈
開
設
場
所
〉

　

梅
田
ス
カ
イ
ビ
ル
タ
ワ
ー
ウ
エ
ス
ト
１０
階
ア
ウ
ラ
ホ
ー
ル

　
（
北
区
大
淀
中
１‒

１‒

30
）

※

公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

〈
開
設
期
間
〉

　

２
月
16
日(

火)

〜
３
月
15
日(

月)（
土・日・祝
日
除
く
）

〈
受
付
時
間
〉９
時
15
分
〜
16
時

【
会
場
で
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ご
協
力
く
だ
さ
い
】

・
会
場
へ
の
入
場
に
は「
入
場
整
理
券
」が
必
要
な
ほ
か
、早
め

に
相
談
受
付
を
終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
ご
来
場
さ
れ
る
際
は
、マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
マ
ス
ク
を
着
用
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、入
場
を
お
断
り
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。）

・
咳
・
発
熱
の
症
状
が
あ
る
方
や
体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
方
は
、

入
場
を
お
断
り
し
ま
す
。

・
会
場
内
に
筆
記
用
具
は
用
意
し
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、ボ
ー

ル
ペ
ン
や
計
算
器
具
等
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

【
ご
自
宅
で
申
告
書
等
を
書
面
で
作
成
さ
れ
る
方
へ
】

・
作
成
済
み
の
申
告
書
等
は
郵
送
ま
た
は
税
務
署
内
の
窓
口

で
受
付
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

・
申
告
書
等
の
送
付
先
が
次
の
と
お
り
変
更
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
送
付
先
】〒
5
3
0‒
8
5
1
5

大
阪
市
北
区
南
扇
町
７‒

13
北
税
務
署
内

「
税
務
署
事
務
処
理
セ
ン
タ
ー（
北
セ
ン
タ
ー
）宛
」

j
浪
速
税
務
署
管
内
の
納
税
者
の
方
々

k
無
料

c
浪
速
税
務
署

a
０
６・6
6
3
2・1
1
3
1（
代
表
）

※

月
〜
金
の
８
時
30
分
〜
17
時（
祝
日
を
除
く
）

【
確
定
申
告
会
場（
梅
田
ス
カ
イ
ビ
ル
）で
市
税
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

口
座
振
替
申
込
を
受
け
付
け
ま
す
】

　

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド（
磁
気
ス
ト
ラ
イ
プ
付
き
に
限
る
）が
あ

れ
ば
印
鑑
不
要
で
そ
の
場
で
申
し
込
み
が
完
了
し
ま
す
。納
付

忘
れ
を
防
止
す
る
た
め
に
も
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

※

一
部
の
お
取
扱
い
で
き
な
い
金
融
機
関
が
ご
ざ
い
ま
す
。

c
財
政
局
な
ん
ば
市
税
事
務
所
管
理
担
当

a
０
６・4
3
9
7・2
9
4
8
b
０
６・4
3
9
7・2
9
0
5

浪
速
税
務
署
の
申
告
書
作
成
会
場
は

　
　
　
「
梅
田
ス
カ
イ
ビ
ル
会
場
」で
す
！

納
税
管
理
人
に
関
す
る
ご
案
内

　

海
外
を
含
む
市
外
へ
の
転
出
で
、納
税
義
務
者
が
市
内
に
住

所
、居
所
、事
務
所
な
ど
を
有
し
な
い
場
合
、納
税
に
関
す
る
一

切
の
事
項
を
処
理
し
て
も
ら
う
た
め
に
、市
内
に
住
所
、居

所
、事
務
所
な
ど
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
納
税
管
理
人
を

定
め
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。詳
し
く
は
大
阪
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

c
土
地・家
屋
所
有
の
方
に
つ
い
て
は

な
ん
ば
市
税
事
務
所
固
定
資
産
税
グ
ル
ー
プ

a
０
６・4
3
9
7・2
9
5
7（
土
地
）、2
9
5
8（
家
屋
）

償
却
資
産
を
所
有
の
方
に
つ
い
て
は

船
場
法
人
市
税
事
務
所
固
定
資
産
税（
償
却
資
産
）グ
ル
ー
プ

a
０
６・4
7
0
5・2
9
4
1

固
定
資
産
税
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
お
知
ら
せ

大
阪
市　

納
税
管
理
人

検
索

納付方法

普通徴収
（納付書）

普通徴収
（口座振替）

特別徴収
（年金からの天引き）

領収書の紛失等で
金額が確認
できないとき

確認方法

領収書の日付が令和２年1月1日から
令和２年12月31日までの分を合
計した金額

通帳の引落し日が令和２年1月1日
から令和２年12月31日までの分を
合計した金額

公的年金の源泉徴収票に記載され
ている金額

区役所にて「納付額のお知らせ」を発
行いたします。区役所窓口にお越し
いただくか、お電話にて発行を依頼
してください。

　

感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、市
税
事
務
所
や
区
役
所
へ
の
来

所
を
控
え
て
い
た
だ
き
、申
告
期
間
内
の
郵
送
ま
た
は
大
阪
市

行
政
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
申
告
受
付
期
間
】

２
月
16
日（
火
）〜
３
月
15
日（
月
）

（
土
曜・日
曜・祝
休
日
を
除
く
）

※

郵
送
ま
た
は
行
政
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
申
告
は

期
間
前
か
ら
受
け
付
け
ま
す
。

【
申
告
受
付
方
法
】

①
郵
送
受
付

（
感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
郵
送
に
よ
る
提
出
を
お
願
い
し

ま
す
）

　

本
市
か
ら
郵
送
す
る
申
告
書
に
記
載
、ま
た
は
、大
阪
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
源
泉
徴
収
票
な
ど
を
も
と
に
必
要
事
項
を

入
力
し
て
申
告
書
を
作
成
・
印
刷
の
う
え
、添
付
書
類
と
と
も

に
お
住
ま
い
の
区
を
担
当
す
る
市
税
事
務
所
あ
て
郵
送
し
て

く
だ
さ
い
。

②
大
阪
市
行
政
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
受
付

　

令
和
２
年
中
に
収
入
が
な
い
方
で
、課
税（
所
得
）証
明
書
や

福
祉
・
教
育
・
公
営
住
宅
な
ど
の
制
度
の
た
め
に
申
告
す
る
場

合
は
、大
阪
市
行
政
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
必
要
事
項

を
選
択・入
力
し
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

《
ご
注
意
》

　

扶
養
控
除
や
医
療
費
控
除
な
ど
の
各
種
控
除
の
申
告
や
令

和
２
年
中
に
収
入
が
あ
っ
た
方
は
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。

③
市
税
事
務
所
窓
口・区
役
所
臨
時
申
告
会
場
で
の
受
付

　
（
土・日
・祝
休
日
を
除
く
）

○
市
税
事
務
所
窓
口
な
ん
ば
市
税
事
務
所

〒
5
5
6-

8
6
7
0
浪
速
区
湊
町
１-

４-

１

大
阪
シ
テ
ィ
エ
ア
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル（
O
C
A
T
）５
階

〈
受
付
時
間
〉

月
曜
日
〜
木
曜
日
：
９
時
〜
17
時
30
分
金
曜
日
：
９
時
〜
19
時

○
区
役
所
臨
時
申
告
会
場
浪
速
区
役
所
４
階
4
0
1
会
議
室

〈
受
付
時
間
〉

月
曜
日
〜
金
曜
日
：
９
時
〜
11
時
30
分
13
時
〜
16
時

※

昨
年
と
受
付
時
間
が
異
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※

受
付
期
間
の
最
初・最
後
の
１
週
間
や
期
間
中
の
午
前
９
時

台
は
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

〈
来
所
の
際
の
感
染
症
拡
大
防
止
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
〉

・
混
雑
防
止
の
た
め
事
前
に
ご
自
宅
で
申
告
書
の
記
載
を
お

願
い
し
ま
す
。

・
マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
筆
記
用
具･
計
算
機
な
ど
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

・
咳
や
発
熱
等
の
症
状
の
あ
る
方
は
来
所
を
お
控
え
く
だ
さ
い
。

・
混
雑
状
況
に
よ
っ
て
は
入
場
を
制
限
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

《
ご
注
意
》所
得
税
の
確
定
申
告
等
に
つ
い
て
は
、浪
速
税
務
署

a
0
6・6
6
3
2・1
1
3
１
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

c
な
ん
ば
市
税
事
務
所
市
民
税
等
グ
ル
ー
プ

（
個
人
市
民
税
担
当
）

a
０
６・4
3
9
7・2
9
5
3
b
０
６・4
3
9
7・2
8
2
9

個
人
市・府
民
税
の
申
告
受
付
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

始
ま
り
ま
す

　

令
和
２
年
12
月
31
日
を
も
ち
ま
し
て
浪
速
区
長

を
退
任
い
た
し
ま
し
た
。

　

平
成
24
年
８
月
か
ら
淀
川
区
長
、平
成
29
年

４
月
か
ら
浪
速
区
長
と
し
て
大
阪
市
政
に
関
わ

り
、区
民
の
み
な
さ
ま
の
た
め
、精
一
杯
取
り
組

ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。

　

至
ら
ぬ
点
が
多
々
あ
っ
た
か
と
は
思
い
ま
す
が
、

な
ん
と
か
職
務
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

　

在
職
中
の
区
民
の
み
な
さ
ま
の
温
か
い
ご
支
援

に
、心
よ
り
感
謝
申
し
あ
げ
ま
す
と
と
も
に
、み
な

さ
ま
の
ご
健
康
と
ご
多
幸
を
、心
か
ら
お
祈
り
申

し
あ
げ
、退
任
の
ご
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

区
長
退
任
の
ご
あ
い
さ
つ

榊
正
文

　

浪
速
区
広
報
紙「
広
報
な
に
わ
」は
、毎
月
１
日

に
主
な
新
聞
の
朝
刊
に
折
込
で
お
届
け
し
て
い
ま

す
。新
聞
を
購
読
さ
れ
て
い
な
い
方
で
、ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
等
を
ご
利
用
の
場
合
は
、ぜ
ひ「
い
つ
で
も

ど
こ
で
も
」
広
報
紙
を
ご
覧
に
な
れ
る

「
L
I
N
E
広
報
紙
」を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▲友だち登録はこちらから

L
I
N
E
広
報
紙
を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い

ま

から

く


